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１　業務実施体制

・本業務が推進可能な人員が確保されて
おり、県と十分な意思疎通が図られる体
制が確保されているか。
・配置予定技術者は、十分かつ有効な専
門性等を有しているか。
・作業日程に無理がなく、作業手順等は
効率的なものであるか。
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２　同種又は
　　類似業務の実績

・国や地方公共団体における同種又は類
似業務の受託実績はどうか。
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３　企画提案書の
　　的確性等

・本業務の目的及び内容を十分に理解し
ているか。
・企画提案書の的確性や表現（全体の印
象）はどうか。
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４　動画・チラシの内
容等

・誰もが見やすく、犯罪被害に遭われた
方々に配慮した内容や表現を用い、視聴
を維持させる工夫がなされているか。
・多機関連携支援制度や、犯罪被害に遭
われた方々が置かれている状況、支援の
必要性について県民等が理解を深められ
るイメージが的確かつ適切に表現されて
おり、高い訴求性があるか。
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５　独自提案の内容
・仕様書に記載している項目以外で効果
的な提案を行っているか（予算の範囲
内）。
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・見積価格が最低である企画提案者を１
位として、20点を付与する。また、他の
企画提案者の得点は１位の価格（最低提
案価格）との比率により算出する。

採点基準
　Ａ（特に優れている）　Ｂ（優れている）　Ｃ（普通）　Ｄ（やや劣る）
　Ｅ（特に劣る）
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